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 解雇予告に関する確認事項

《  蘭  檜
ひのき

  笠
がさ

  》
　南木曽町の蘭地区に江戸時代中ごろから伝わる木曽ヒノキを使っ
た編み笠、「蘭檜笠」は美しいあみ目、桧の香りとともに軽くて水
に強いため、雨笠、日よけ笠として最適です。現在でも妻籠宿、馬
籠宿の観光客や、御岳山の登山客等を中心に実用笠や飾り笠として
根強い人気を保っています。民謡「木曽節」の一節にも「心細いよ
木曽路の旅は 笠に木の葉が舞いかかる」と唄われています。

　昭和57年10月、長野県知事指定伝統的工芸品に指定されました。
　（撮影協力　木曽郡南木曽町　蘭檜笠生産協同組合 　笠の家）

あららぎ



　この制度は「試作開
発」や「新規設備投資」
を伴うものであり、1
次公募・2次公募あわ
せて長野県内に約30
億円超の補助金が投入
されるのに伴い、成果
も大いに期待されるも
のです。
　本会では今月号より
採択を受け、ものづく
りに取り組む企業を紹
介していきます。

　この事業は、本会が長野県地域事務局を担当し、ものづくり中小企業者・小規模事業者が実施する試
作品の開発や設備投資等に要する経費の一部を補助（補助率3分の2　上限1,000万円）するものです。
これにより、ものづくり中小企業・小規模事業者等の競争力強化を支援し、ものづくり産業基盤の底上
げを図ることを目的にしています。（平成24年度の補正予算により、全国で約10,000社を目標に、1,007
億円の規模で実施されています。）

　　  《地方事務所別採択数及び応募数一覧》
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特集

― 今こそ絆・コミュニティー・協働・連携・共同事業の担い手として ―

ものづくり中小企業・小規模事業者試作開発等支援補助金

長野県では1次公募･2次公募
合計360件が採択される!!

地　区 第1次公募
1次応募採択数

第1次公募
2次応募採択数

第2次公募
採択数 総採択数 総応募数

佐　久 4 7 14 25 56
上　小 1 10 13 24 61
諏　訪 19 50 40 109 222
上伊那 3 13 25 41 115
下伊那 6 16 17 39 89
木　曽 0 0 2 2 10
松　本 3 18 25 46 106
北安曇 0 2 4 6 17
長　野 2 28 28 58 143
北　信 1 5 4 10 25
合　計 39 149 172 360 844
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一貫生産体制で取引先から厚い信頼
　「アルミ鋳物をつくるために砂型を製造します
が、金属加工で金型をつくる従来の方法ではリー
ドタイムが１カ月もかかる。リードタイムの大
幅な短縮を図るため、砂を積み上げて造形する
３Dプリンターを導入しました」。
　紙などに文字や画像を印刷するプリンターに
対し、３DCADなどのデータを元に立体物を造
形する「３Dプリンター」が、ものづくりに大き
なインパクトを与えている。
　吉田工業は昭和40（1965）年、ブレーキピス
トンの加工メーカーとして創業。アルミ鋳造の
開発設計、鋳造、加工、検査・出荷まで一貫生
産する体制を確立し、自動車・二輪車メーカー
にブレーキやクラッチなどの重要保安部品を供
給する。取引先は国内外に広がり、信頼も厚い。
　３Dプリンターは約１億円。導入しているのは
大手自動車メーカーのほか、中小企業では５社
ほどだという。吉田寧裕社長は「これに非接触
で形状を測定できる３次元デジタイザーを組み
合わせることで、その効果が絶大になる」と期
待する。
　ものづくり補助金（ものづくり中小企業・小
規模事業者試作開発等支援補助金）に採択され
た「金型寿命向上のための摩耗深度管理技術開
発」のコアとなるのが、この３次元デジタイザー
の導入・活用だ。

幅広分野で高付加価値サービスの
提供めざす
　同社は取引先企業の海外展開に応じて12年、
中国広東省に進出した。一方で、国内に残る技
術領域を手がけようと自動車以外の分野を模索。

いわゆる「かきくけこ」（＝環境・規制緩和・暮
らし・健康・コンテンツ）にからんだ事業展開
をめざす。
　「さまざまなものづくりニーズに応える『事業
開発グループ』を立ち上げ、３Dプリンターを使っ
た技術営業で新規顧客の開拓を進めています」
と吉田社長。砂型３次元ダイレクトプリントに
よる木型レス試作と超短納期に対応し、量産時
のコスト削減を実現するという付加価値の高い
サービスだ。
　同社の取り組みを推進する原動力は、言うま
でもなく人材。同社では新卒社員の採用を積極
的に行い、ベテラン技術者からの技術承継と新
たな技術の確立を同時に進める。
　「めざすのは技術とマネジメントの両輪で動け
る人材づくりです。みんなが会社のビジョンを
共有し、QCDを中心に年度計画の立案から参画。
人、経営資源をどうするか相談しながら進め、
現場での検証を経て成果を発表する。その取り
組み成果が確実に上がっています」。
　既存の自動車部品を大切にし、海外生産にも
対応。その上で、新たな試作開発領域を強化し
要素技術を多方面に展開することで、日本での
ものづくりをしっかりと確立する。同社はその
両立に挑戦している。

さまざまな製品分野で、
開発から量産まで一貫した高付加価値サービスを提供。

吉田工業株式会社
代 表 者　代表取締役社長　吉田寧裕
創　　業　昭和40年8月
資 本 金　5,600万円
本　　社　佐久市春日2707
　　　　　TEL0267-53-2151　FAX0267-53-5828
事業内容　 自動車・二輪車の重要保安部品の製造、建

設機械、環境、医療、くらし分野の製造・
提案

「ものづくり補助金」採択企業を訪ねて vol.1
吉田工業株式会社（佐久市）好機逸す

べからず

３次元デジタイザー
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リーマンショックが転機に
　昭和43（1968）年
インストルメント
モ ー タ ー の 組 立
メーカーとして創
業。以来、マルヒは
精密モーター・エン
コーターのエキス
パートとして、FA
関連機器、エレクト
ロニクス、自動車な
ど、さまざまな分野
のニーズに応えて
きた。
　転機が訪れたのは、08年リーマンショックの
時。「とにかく仕事がなく、長期連休せざるをえ
なかったということもありました」と、後藤大
治社長は振り返る。経営的には苦しかったが、
時間はたっぷりできた。「どうせヒマなんだから」
と幹部が旗振り役になり、技術スタッフたちが
自社設備の独自設計に取り組んだ。
　そうしてできあがったのが、塗装機（卓上液
体噴霧器）と小型自動ハンダ付装置（どちらも
特許申請中）。現在、社内での活用はもちろん、
代理店を通じて外販も行う。
　「40年来、下請けとしてやってきたので、生産
技術力がなかなか身についてきませんでした。
しかし、それでは当社の存在価値が薄れる。そ
う考えていたところにリーマンショック。これ
を機に設計開発からできる会社をめざそうと、
工学部出身者を採用し、ベテランエンジニアを
迎え入れて指導を仰ぐなど、生産技術の充実に
取り組んだ。これが会社が変わるきっかけにな
りました」。
　以来、同社は人材育成に力を入れ、社員95名中、
生産技術部門に８名の技術者を配置するなど、
開発設計体制の充実にも努める。

企業の独自性、存在感をアピール
　東京電力福島第一原発事故以来、自然エネル
ギーに注目が集まっている。同社では12年、飯

田市の５社と共同で小水力発電機の開発に取り
組んだ。独立行政法人科学技術振興機構から飯
田市のビジネスネットワークセンター「ネスク
イイダ」を通じて依頼され、同社のモーター技
術がコア技術となった。
　「すいじん３号」と名づけられた発電機は最大
出力最大３キロワット。発電機に加え、同社の
若手技術者が中心となり、コントローラシステ
ムとパワーコンディショナーを備えたシステム
を構築した。まさに同社が取り組んできた生産
技術力レベルアップの成果だ。
　今回のものづくり補助金に採択されたのは「導
水管埋込型マイクロ発電機の小型化と内製化」。
「すいじん３号」をさらに小型化した小水力発電
機（300～500ワット）の開発だ。
　「下請けで培ってきた既存技術を大切にしなが
ら、独自技術を発展させ、当社にしかできない
技術を育てていきたい。群馬大学など大学との
共同研究や、新規事業開発にも積極的に取り組
んでいます」。
　同社は諏訪圏工業メッセなどの展示会に積極
的に出品するなど、企業としての独自性、存在
感のアピールにも力を入れている。

下請けで培った既存技術と、
生産技術向上でつかんだチャンスを活かして。

株式会社マルヒ
代 表 者　代表取締役社長　後藤大治
創　　業　昭和43年11月
資 本 金　3,000万円
本　　社　飯田市桐林2668
　　　　　TEL0265-28-5211　FAX0265-28-5110
事業内容　 小水力発電機、DCモータ、ステップモータ、

ACサーボモータ、リニアモータ、エンコー
ダ、バイオ装置の部品加工から組立までの
一貫生産、及び航空機器、ポンプ、アクチュ
エータの組立

「ものづくり補助金」採択企業を訪ねて vol.2
株式会社マルヒ（飯田市）好機逸す

べからず

すいじん３号
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最低賃金に関するお問い合わせは長野労働局または最寄りの労働基準監督署へ

長野県

713
円から700長野県 円アップ13

［発効日］ 平成25年10月19日

　長野県内の事業場で働く全ての労働者と、労働者を一人でも使用
している全ての使用者に適用される「長野県最低賃金」が、平成
25年10月19日から時間額713円に改正されます。
　なお、対象となる賃金は、通常の労働時間・労働日に対応する賃
金で、臨時に支払われる賃金、精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
などは含まれません。
　また、最低賃金の引き上げに向けた中小企業への支援制度（業務
改善助成金や相談窓口）がありますので、是非ともご活用ください。

長野県内の
最低賃金の
おしらせ
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「味噌汁」を毎日飲んで医者いらず
　長野県の委託を受けて実施している地場産業活性化戦略支援事業の一環として、９月21日
（土）諏訪市文化センターにおいて味噌の効用に関する研修会を開催しました。６月に長野市
で開催した研修会では、味噌の効用として放射能除去効果やガン抑制効果などが発表され、「南
信地域でも多くの栄養士の皆さんに聴いてもらいたい」と栄養士会からの要望があって、味
噌造りの盛んな諏訪市で開催したものです。
　味噌に含まれる塩分は血圧を上げると思われていましたが、共立女子大学家政学部教授の

上原誉志夫氏は、信州味噌を動物に摂取させ、血圧が上
昇するかの実験を行った結果、「味噌と血圧上昇は無関係
であることを実証した」との研究成果を発表しました。
また、信州味噌研究所特任研究官原山文徳氏は味噌汁摂
取と胃ガン・乳ガンの発症リスクに関して調査を行い、
「味噌汁を摂取する頻度が高いほどガンのリスクは低く
なる傾向がある」という味噌のガン抑制効果についての
ほか、放射線の身体へのダメージ軽減効果についても発
表しました。研修後の質疑応答では、味噌の製造方法の
違いによる効果や、保存方法などについて多くの質問が
参加者より発せられ、大変有意義な研修会になりました。共立女子大学家政学部　上原誉志夫教授
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卸売業、小売業、サービス業の個人事業者、中小法人の皆様へ

たとえば、こんな設備投資が対象です。

新しい商品を販売するため、陳列棚を入れる
レジスターを入れ替える
古くなった看板などお店の外装をきれいにする
この制度を使えば、設備を使い始めた年度の減価償却費を増やす（30％特別償却）か、
税額の控除（7％）を受けることができます。その結果、納税額が少なくなります。

長野県中小企業団体中央会長野県中小企業団体中央会
設備投資を考えている方は、設備投資を考えている方は、

TEL 026-228-1171TEL 026-228-1171

税制措置の対象税制措置の対象
青色申告書を提出する中小企業者等

中小企業者等とは、以下のような方々です。
「個　人」：常時使用する従業員が 1000 人以下の個人事業者
「法　人」：資本金の額が 1億円以下の法人（資本金 1億円超の大規模法人の子会社を除く。）
　　　　従業員が 1000 人以下の資本を有しない法人
「その他」：商店街振興組合、中小企業等協同組合など

適用の要件適用の要件 ※以下の全ての要件を満たすことが必要です。

経営革新等支援機関等からの経営改善に関する指導及び助言を受けていること

「指導及び助言を受けたことを明らかにする書類」に、税制措置を受けようとする
設備が記載されていること
「指導及び助言を受けたことを明らかにする書類」に記載された設備を実際に取得
をして、中小企業者等の営む商業、サービス業等の事業の用に供すること

税制措置の内容税制措置の内容
取得価格の 30％の特別償却又は取得価格の 7％の税額控除を選択適用

までご相談ください！までご相談ください！

・

※本税制措置の対象となる設備は、「建物付属設備」で 60 万円以上のもの及び「器具及び備品」で 30 万円以上のものです。

・

・

商業、サービス業の設備投資を応援する商業、サービス業の設備投資を応援する
特別な税制措置ができます。特別な税制措置ができます。
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中 央 会 シ ョ ンイ ン フ ォ メ ー

新規高等学校卒業者の就職支援についてのお願い

長野県の未来を担う高校生たちの就職枠拡大と、雇用促進について
皆様のより一層のご支援とご協力をお願いします。

　平成25年９月10日、長野県高等学校長会田中正吉会長ほかが来会され、新規高卒者の採
用拡大についての要請がありました。
　要請書を受け取った佐々木専務理事は、本会が６月から７月にかけて実施した「中小企業
の景況把握のための緊急アンケート調査結果」に基づいて、県内の経済状況は景気の好転感

はあまり感じられず、中小企業を取り巻く環
境は依然厳しい環境であることを説明しまし
た。ただ、経営者は人材確保の重要なことを
理解していることから「中央会としても、会
員組合・中小企業の皆さんに高等学校卒業者
採用拡大を呼びかけていきたい。」と応じま
した。
　県内企業への就職を希望する高校生は年々
増加しており、今年度も、多くの高校生が県
内企業への就職を希望しています。

　８月30日付長野労働局発表の平成26年３月高校新卒者・求人状況（平成25年７月末現在）
によりますと、求人数は2,523人で、前年度同期に比べ341人（15.6%）増加しており、求職
者数は3,578人で、前年同期に比べ166人（4.9%）増加しています。求人倍率は0.71倍となり
前年同期を0.07ポイント上回っています。

地区別 求人数（人） 求職者数（人） 求人倍率（％） 前年比
北　信 850 892 0.95 0.06↑
東　信 400 611 0.65 0.65↑
中　信 399 926 0.43 0.08↑
南　信 874 1,149 0.76 0.05↑ 

会 長 田中　正吉 （松本深志高等学校長）
教 学 指 導 課 三浦　章 （教学指導課教育主幹兼高校教育指導係長）
副 会 長 櫻井　達雄 （長野西高等学校長）
就職対策委員長 倉田　吉春 （諏訪実業高等学校長）
農 業 部 会 長 飯沼　尚隆 （南安曇農業高等学校長）
工 業 部 会 長 浅澤　潤一郎 （長野工業高等学校長）
商 業 部 会 長 大野　整 （長野商業高等学校長）
事 務 局 長 渡辺　貴則 

《来会された長野県高等学校長会のみなさん》

※求人数全体では、製造業3.8％減少、29人以下の企業30.4％増加、500人以上900人以下の企業9.4％減少となっています。
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中 央 会 シ ョ ンイ ン フ ォ メ ー

合同就職面接会開催報告！
　長野県中小企業団体中央会（以下「中央会」）は、若手人材を地域中小企業の戦力に
するため、「地域中小企業の人材確保・定着支援事業」に取り組んでいます。この事業
の一環で、長野市と松本市において平成26年３月卒業予定の学生及び卒業後概ね３年以
内の未就職者（以下「学生等」）を対象に、合同就職面接会を開催しました。

【お問い合わせ先】　長野県中小企業団体中央会　人材確保・定着支援事業係　西村、西條、吉村
　　　　　　　　　〒380-0936　長野市中御所岡田131-10　長野県中小企業会館４階
　　　　　　　　　TEL 026-228-1171   FAX 026-228-1184   E-mail jinzai@alps.or.jp

　９月９日（月）に長野市のホテルメト
ロポリタン長野において開催。中央会会
員企業60社が参加し、学生等の来場者数
は342名でした。

　続いて、９月11日（水）に松本市のホ
テルブエナビスタで開催。参加中央会会
員企業は45社、学生等の来場者数は226
名でした。

　学生等は事務職への期待度が高く、長蛇の列ができたブースがあった反面、極めて厳しい
職種もありました。
　中央会が昨年同時期に開催した合同就職面接会と比べ、両会場とも参加企業が増えて、学
生等が若干減りました。本事業に取り組んでいる他都道府県の団体も、おしなべて同様の傾
向です。連携大学等の就職支援担当者は、「学生がのんびりしている」と言われますが、大
手の先行囲い込みが、県内中小企業の若手人材確保に影響を与えたことも確実です。
　引き続き、下表のとおり、合同就職面接会を開催しますので、学生等とのマッチングの機
会としてご利用をお願いします。

開催場所 開催日

長野市　メルパルク長野 平成25年10月28日（月）

松本市　ホテルブエナビスタ 平成25年12月９日（月）

長野市　ホテルメトロポリタン長野 平成25年12月24日（火）

【今後の予定】

長野会場

松本会場
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　下水道の普及により、し尿処理のバキュームカーはあまり見かけなくなった。しかしすべてが下水
道に置き換わることはなく、特に地震などの災害時には、ライフラインとしてなくてはならない存在
だ。「浅麓工業企業組合」は、し尿処理に携わる事業者では全国でも珍しい企業組合として昭和47
（1974）年に設立。民主的かつ合理的な組合運営を進め、地域に質の高いサービスを提供している。

組合員の相互扶助、助け合い、
社会的地位の向上も目的に設立

　「いわゆる“汲み取り屋”として社会的地位は
低いが、組合員一人ひとり、ここできちんと生計
を立て家族を養っていける組織にしなければ、と
いう思いでスタートしました。当初は、組合員の
相互扶助、助け合い、社会的地位の向上を目的と
していたのです」。
　同組合設立の経緯について、田口嘉通理事長は
そう切りだした。
　昭和45年、清掃法を全面的に改正するかたちで

廃棄物処理法が施行。し尿の収集
運搬業が市町村長の許可制に移
行するのに伴って、し尿の処理施
設組合で収集運搬業務を担当し
ていた職員10人が独立し設立し
たのが同組合だ。
　企業組合という形態を選んだ
理由は分からない。しかし、４人以上が集まり少
ない出資金で設立できる、民主的な運営を基本と
し労働条件等は組合員自ら決められる、といった
制度の利点からではないかと田口理事長は想像す
る。同業では全国的にも非常に珍しく、かつては

多くの同業者が視察に訪れたという。
　同組合は27名の組合員全員が出資者。
山崎清専務理事は「もっと出資金を出
したいという組合員も多い」と言う。
同組合では組合員一人ひとりが株主で
あり経営者。それが張り合いになり、
一人ひとりのやる気と責任感につな
がっているようだ。

人を育て、質の高いサービスを提供し、
地域の生活環境を守る。

浅麓工業企業組合（小諸市）　企業組合事例

汲取り作業風景

ごみ収集作業風景 下水道マンホール点検清掃作業風景

田口嘉通理事長
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し尿処理、ゴミ収集運搬、
浄化槽維持管理・清掃を３本柱に

　し尿処理、ゴミ収集運
搬、浄化槽維持管理・清
掃が同組合事業の３本
柱。それで年間約３億円
を売り上げる。
　下水道の普及が進む一
方で、少子高齢化などの
影響により、下水道化への費用を負担できない家庭
もある。その一軒一軒をバキュームカーで回り、し
尿の収集運搬を行う業務は同組合創立以来の事業だ。
　８台の車両（バキュームカー）を保有し、担当者
がエリア内を効率よく巡回するため、パソコンでオ
ペレーション管理を行っている。「ゴミとし尿は絶対
に出てくるもの。地域の生活環境を守るためには、
たとえ収益が落ちても、人も車も減らすことはでき
ません」と田口理事長。
　バキュームカーをまちで見かけることは少なく
なったが、地震など災害時のライフラインとして、
なくてはならない存在だ。「電気、水道はすぐに復旧
しても、し尿処理は後回しになることが多い。こち
らもまったなしなのですが」。新潟県中越地震の際に
は、新潟県からの要請に応え長野県（東北信）の業
者が出動。東日本大震災では全国に出動依頼があっ
たという。

委託事業は毎年入札。
「毎年その時期が来ると胃が痛む」

　もうひとつの柱が、ゴミの収集運搬。７台のパッ
カー車両を保有し小諸市内約600カ所のゴミ収集ス
テーションから、４ブロックに分けて計画的に収集
する。
　そして、浄化槽の維持管理・清掃。個人、事業所、
集合住宅等に設けられた浄化槽の維持管理と、年1
回行うことが義務づけられている清掃を請け負う。
併せて下水道が届かない地区に設けられた集合浄化
槽施設である農業集落排水処理場の運転管理（小諸
市内6ヵ所）も請け負う。技術力が問われる分野で
あり、技術集団としての力を高めていきたいと考え
ている。「長野県は上流県であり、クリーンな水を
流す使命がある。我々は長野県の爽やかでクリーン
なイメージを守るという使命を担っています」。
　下水道の整備等に伴う合理化対策特別措置法に

よって行政との協議に基づき支援を受けることは可
能な民間のし尿処理事業だが、委託事業は毎年入札
が行われる。入札できないと事業計画が立たず、車
両を手放してしまう業者もいるという。山崎専務理
事は「毎年その時期が来ると胃が痛む」ともらす。

来る人はすべて受け入れ、育てる。
人材育成が生き残りのカギ。

　「来る人はすべて受け入れ、とに
かく育てる。それが我々の人材の
採用と育成の基本です」と山崎専
務理事。
　「その人の適性をじっくりと見て
配属し、そこで本人が頑張ってい
ればそれでよし。みんなと気持ち
が通じ合えるようになれば、人はガラッと変わりま
す。16歳でうちに入り、25、６年頑張って最近よう
やく成果をあげてきた組合員もいます。そういう人
を見るのは本当にうれしいもの。今はみんな自分の
仕事に誇りを持ってやっていますよ」。
　同組合は車両の運行管理などにパソコンを導入す
るなど、早くから管理業務の合理化を推進。それを
担う人材の育成にも力を入れてきた。組合員の資格
取得も積極的に奨励し、業務に必要な資格の取得に
は講習会参加から取得までバックアップ。組合員の
ほとんどが資格を持つ。廃棄物処理の技術集団とし
て評価され、顧客から頼りにされる人材も多い。
　「一人ひとりがプロとしてプライドを持ち、行政
にも提案できるような人材、組織になることが大切。
それが生き残りのカギになる」。田口理事長は力を
込めた。

浅麓工業企業組合
小諸市甲1843- ３
TEL0267-22-1322　FAX0267-23-7022
設　　立／ 1972（昭和47）年３月
理 事 長／田口嘉通
事業内容／ 一般廃棄物収集運搬（し尿・ごみ）、

浄化槽維持管理・清掃、汚水処理施設
維持管理・清掃、排水管路及びマンホー
ル等の点検・清掃等

浄化槽維持管理作業風景

山崎清専務理事

組合員一同
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　ある企業のアンケートで、今春の新卒就職者の中で｢生涯一企業志向｣は、53.4％であったそ

うです。結果はわかりませんが、半数以上は退職を経験するのではないでしょうか。

　｢会社を辞めてやる｣と決意した際、その意思を伝えるために退職願等を出すことになりま

すが、退職（願、届）、辞表はどこが違うのでしょうか。

　　【退職願】　 　従業員が使用者に対して雇用契約の解約を申し出るものであり、提出して

会社のしかるべき人事権を持った人に届き、退職を承認されてはじめて有効

になると考えられています（退職承認したことを本人に告げてはじめて有効

となるという判例もあります）。提出した時点では退職とはならず、また、相

手が承諾するまで（相手から受理の連絡がくるまで）は撤回することができ

ます。

　　【退職届】　 　会社への最終的な意思表示であり、届けが受理されれば退職となり、特別

な理由がない限り撤回できません。通常、解雇されるような場合、退職願（届）

は提出しませんが、提出する場合は退職届として、｢○月○日に、貴社より解

雇を通知されたので退職します」というような文面になります。

　　【辞　表】　　本来は役目や役職等を辞する時に使うものです。

　　　　　　　 　実際には会社の役員のような役職のある人や公務員が辞める際に用い、民

間企業に勤める一般のサラリーマンの場合は使いません。

　中小企業の場合、現実の対応としては、そのタイトルが何であろうと特別に意識すること

なく、退職の意思が伝えられた場合、話し合いなどをして臨機応変に対応しているのではな

いでしょうか。

　とはいえ、退職の撤回については紛争となる場合もあります。

　退職する場合、会社所定の届出用紙があるのかないのか、ある場合はそのタイトルはどの

ようになっているのか、ない場合には本人としてはどのようなタイトルにするか、会社側は

どのような書面で書くよう指示するのか、就業規則ではどのように規定しているのかなどを

知っておきましょう。

クサマ社会保険労務士事務所
　特定社会保険労務士　草間　秀明

退職願、退職届、辞表、
　　　　　　　どこが違うの？

労 ト管 イ務 ポ理 ンの
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新規応援保証（略称「ファースト・ステップ」）
の取扱いを開始しました

ホームページ　http://www.nagano-cgc.or.jp　　E-mail hosyo@nagano-cgc.or.jp

　長野県信用保証協会では、当協会の保証を利用していない中小企業の皆さまの経営の安定と事
業の発展を支援するため、平成25年９月から新規応援保証の取扱いを開始しました。

※信用保証料（通常より低い保証料率でご利用いただける制度となっております）

詳細については、お近くの信用保証協会窓口までお問い合わせください。

新規応援保証（ファースト・ステップ）概要

対象となる方
保証申込時点において、長野県信用保証協会の利用が無い方
（過去にご利用いただいた方でも、現在残高が無い方は対象となります）

保 証 限 度 額 一企業5,000万円以内

対 象 資 金 事業資金

責 任 共 有 責任共有制度の対象

貸 付 形 式 証書貸付（保証期間が1年以内の場合は手形貸付も可）

保 証 期 間 10年以内（据置1年以内を含む）

返 済 方 法 元金均等返済（保証期間が1年以内の場合は一括返済も可）

信 用 保 証 料 お借入金額に対し年0.35％～1.80％（※）

連 帯 保 証 人 原則として法人の代表者を除き不要

担 保 必要に応じて提供していただきます

貸 付 利 率 金融機関所定の利率

ご 利 用 制 限 本保証制度の利用は1回限りとします

区分 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

新規応援保証 1.80 1.65 1.45 1.25 1.05 0.90 0.70 0.50 0.35
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　労働保険とは、労災保険と雇用保険の総称であり、
　事業主は、社員・嘱託社員・パート、アルバイト等労働者を一人でも雇用していれば、労働保険の
加入手続を行わなければなりません。（国の強制保険制度）
　貴社におかれましては、関連会社、取引事業場、構内下請事業場等で労働保険の未手続事業があり
ましたら、速やかに加入手続をとられるようご指導の程よろしくお願いいたします。

　また、未手続事業所に関する情報がございましたら、労働局もしくは最寄
りの監督署、安定所にご提供ください。ご提供いただきました情報は加入促
進に役立たせます。

◎ 労災保険とは、労働者が業務上の事由や通勤によって負傷したり、病気
に見舞われたり、あるいは不幸にも死亡された場合に、被災労働者や遺族
を保護するため必要な保険給付を行うものです。また、労働者の社会復帰
の促進など労働者の福祉の増進を図るための事業も行っています。

◎ 雇用保険とは、労働者が失業した場合及び労働者の雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、
労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、再就職を促進するため必要な給付を行うものです。
また、失業の予防、労働者の能力開発その他労働者の福祉の増進を図るための各種助成金等の支給
も行っています。

◎ 事業主が故意又は重大な過失により労災保険の成立手続を行わ
ない期間中に、事故が発生した場合、労災保険給付に要した費用の全部
（100％）又は一部（40％）を徴収される場合があります。（費用徴収制度）

◎ 中小事業主が労働者と同様に労災保険の給付を受けることを希
望する場合には、労働保険事務組合に事務委託することにより、その適
用を受けることができます。（特別加入制度）

～11月は「労働保険適用促進強化期間」です～
・・・全国において集中的な適用促進活動を展開します。・・・

長野労働局　総務部労働保険徴収室
（026）223-0552☆適用促進活動の趣旨

☆労働保険とは

○ 労働保険の適用促進につきましては、厳しい経済情勢の影響もあり、依然として相当数の未手
続事業所が残されているのが現状です。こうした未手続事業の解消は、
　　　① 労働保険制度の健全な運営　
　　　② 費用の公平負担
　　　③ 労働者の福祉の向上
　 の観点から極めて重要であり、より一層の適用促進に取り組み、未手続事業の解消を図るため、
国は「未手続事業一掃対策」を推進しています。

○ 11月１日から30日までの１ヵ月間を「労働保険適用促進強化期間」と定め、未手続事業の
一掃を主要課題と位置付けて、全国において集中的な適用促進活動を展開することとしています。
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三井生命からのお知らせ

長野県中央会団体扱の
ご　案　内

※一部対象とならない商品・ご契約がございますので、詳細は下記までお問い合わせ願います。
※詳しくは「商品パンフレット」をご覧ください。ご検討にあたっては、「設計書（契約概要）」「特に
　重要な事項のご説明（注意喚起情報）」「ご契約のしおり―約款」を必ずご覧ください。

大型保障と、資金の積立機能を備え、企業の
発展や個人のライフサイクルの変化に応じて、
保障見直しが可能です。

主な保険商品

その他に医療保険など多彩な商品がございます。

【お問い合わせ】

三井生命保険株式会社　長野支社
〒390-0811 松本市中央 1－21－8　三井生命松本ビル２Ｆ

TEL:0263－34－3585B－２５－１２５９（Ｈ２５.7）使用期限Ｈ２６.３

ご契約者さまが会員組合に所属する組合員（法人または個人事業主）

ご契約者さまが会員組合に所属する組合員企業に勤務する役員・従業員

「オーナーズプラン」のご契約要件

「パートナーズプラン」のご契約要件

月払契約の場合、団体扱と
なり、一般扱（口座振替扱月
払等）でご契約いただくより
も保険料が割安になります。

３年ごと利差配当付利率変動型新積立保険
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7
松本本町第一生命ビル１Ｆ
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☆働きやすい職場環境づくり
　「企業の社会的責任（ＣＳＲ）」を果
たすとともに「あらゆる差別の撤廃と
人権教育の推進」に邁進しましょう。

地球に優しい企業人の皆様へ
“ あなたにもできる。
　  ライフスタイルの見直しで、
　　　１人１日１kgのCO2 削減”

阿部県知事及び商工労働部長・観光部長との懇談会開催について
～中央会正副会長・正副支部長等合同会議～

長野県中小企業青年中央会創立40周年記念事業開催のご案内

新規採用職員のお知らせ

日　時　平成25年11月11日（月）午後４時より
場　所　ホテルメトロポリタン長野　TEL 026-291-7000
内　容　⑴　商工労働部長・観光部長との懇談会（午後４時～５時15分）
　　　　　　テーマ「がんばる組合の取り組み事例から」
　　　　⑵　知事との懇談会（午後５時30分～６時）

開催日時　平成25年11月22日（金）
　　　　　・午後２時00分～２時45分　記念式典
　　　　　・午後３時00分～４時30分　記念講演会
　　　　　　講　師：元経済産業省官僚　古賀茂明　殿
　　　　　　テーマ：「破綻か再生か　～日本の未来、二つのシナリオ～」
開催場所　メルパルク長野　３F「白鳳」　TEL 026-225-7800

東信事務所　主事　内山　歩美（９月１日付採用）

毎日「アルクマ」に投票して
「アルクマ」をグランプリに！

長野県観光ＰＲキャラクター

「アルクマ」
エントリー中！

投票はパソコン・スマー
トフォン・携帯電話か
ら。今すぐ投票を!!!

 ※登録されたメールアドレスにつき、１日１回投票ができます。 ゆるキャラグランプリ2013

●投票期間●

９月17日

11月８日
〜
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